










奈良市旧右京小学校跡地活用に係る市有地売却 

（魅力的な住環境の創世）プロポーザル評価基準 

１ 審査について 

（１） 提出された企画提案書等を評価基準に基づいて評価を行う。得点は出席委員の評価点の平均とし、

最も高い得点を獲得した者を優先交渉権者とする。 

（２） 提案書に基づくプレゼンテーションを実施し、審査を行うものとする。 

 以降略 

 

（１） 提出された企画提案書等を評価基準に基づいて評価を行う。得点は出席委員の評価点の平均とし、

得点の高い上位２者を抽出する。同点の場合は価格点の高い者を優先する。 

（２） 上記で抽出した２者を評価基準に基づいて（再）評価を行い、最も高い得点を獲得した者を優先交

渉権者とする。同点の場合は価格点の高い者を優先する。 

（３） 提案書に基づくプレゼンテーションを実施し、審査を行うものとする。 

 以降略 


